
広報ひらかた令和4年6月号　12

　
病
気
な
ど
の
際
に
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
医
療
費
の
負
担
を
分
か

ち
合
う
た
め
の
制
度
で
す
。

　
問
国
民
健
康
保
険
課
☎
８
４
１
・
１
４

０
３
、
5
８
４
１
・
３
７
１
６

令
和
４
年
度
の
保
険
料
率

　
保
険
料
は
前
年
の
所
得
に
よ
り
年
度
ご

と
に
決
定
。
令
和
４
年
度
の
保
険
料
率
・

算
定
方
法
は
左
表
の
通
り
。

◆
年
度
内
に
75
歳
に
な
る
人
　

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で

す
。
誕
生
月
の
前
月
分
ま
で
国
民
健
康
保

険
料
の
納
付
が
必
要
で
す
。
世
帯
で
他
に

も
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
い
る
場
合
、

年
度
内
は
世
帯
と
し
て
算
定
し
た
保
険
料

の
納
付
が
必
要
。

６
月
中
旬
に 

納
付
通
知
書
を
送
付

　
４
・
５
月
分
を
含
む
12
カ
月
分
の
保
険

料
を
６
月
～
来
年
３
月
の
10
回
に
分
け
て

納
め
ま
す
。
納
期
限
は
各
月
の
末
日
（
12

月
は
26
日
）、
土
・
日
曜
、
祝
日
の
場
合

は
次
の
平
日
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
、

世
帯
主
が
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
は

保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
支
給
月
に
保

険
料
を
年
金
か
ら
引
き
去
り
）
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◆
保
険
料
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で

　手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
防
止
に
も
。

納
付
通
知
書
に
同
封
の
申
込
書
を
市
役
所

別
館
２
階
国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
含
む
取
扱
金
融
機
関
へ
持

参
。
郵
送
（
〒
573
―
８
６
６
６
市
国
民
健

康
保
険
課
）
可
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
で
手
続
き
が
で
き
る
「
ペ
イ
ジ

ー
口
座
振
替
サ
ー
ビ
ス
」
も
同
課
・
各
支

所
で
利
用
可
。

納
付
相
談

　
災
害
や
失
業
な
ど
の
た
め
保
険
料
の
支

払
い
が
困
難
な
と
き
は
、
納
付
方
法
の
相

談
を
。
６
歳
～
18
歳
以
下
の
所
得
の
な
い

被
保
険
者
が
い
る
と
き
は
申
請
に
よ
り
減

免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
収
入
減
少
も

対
象
。

◆
失
業
者
へ
保
険
料
の
軽
減

　
倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
会
社
の

事
情
で
職
を
失
っ
た
場
合
、
保
険
料
の
負

担
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
軽
減

を
受
け
る
に
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付

さ
れ
た
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
提
示

し
て
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

加
入
・
脱
退
な
ど
の 

届
け
出
は
14
日
以
内
に

　
退
職
や
失
業
等
で
職
場
の
健
康
保
険
を

脱
退
し
た
場
合
は
、
無
保
険
と
な
ら
な
い

よ
う
速
や
か
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
加
入
資
格
が
で

き
た
時
点
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
他
、
そ
の

間
の
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
職
場
の
健
康
保
険
に
加

入
し
た
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
を
や

め
る
場
合
も
届
け
出
が
必
要
。

６
月
は
窓
口
が
混
み
合
い
ま
す

　
窓
口
の
待
ち
人
数
を

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
で
確

認
で
き
ま
す
（
下
記
コ

ー
ド
参
照
）。

　※府内各自治体の保険料は令和６年度までに段階的に統一化される予定です。

令和４年度の
保険料を減額

　令和４年度から就学前児に
係る均等割保険料について、
その５割を減額する措置を開
始します。また、低所得世帯
には均等割・平等割の軽減措
置が適用されます。

保険料の算定方法 医療給付費分
（加入者全員）

後期高齢者
支援金等分
（加入者全員）

介護納付金分
（40歳～64歳）

所得割
（総所得から基礎控除43万円
を引き右記の率を乗じます）

8.63％ 2.75％ 2.48％

均等割（加入者一人当たり） ２万8090円 8780円 １万7790円

平等割（加入一世帯当たり） ２万8800円 9010円 なし

限度額（各項目の上限額） 63万円 19万円 17万円

後期高齢者医療被保険証等の
送付先が変更できます

　入院や介護施設に入所する場合などは、送付先変
更の申請をすれば市や大阪府後期高齢者医療広域連
合から送付する郵便物を家族等の住所に届けること
ができます。

問後期高齢者医療課
☎ 841・1334、〃846・2273

75 歳以上の人へ

国民健康保険
安心で健康な生活を助け合って支える
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介
護
保
険
施
設
の

負
担
額
を
軽
減

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
施
設

サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
）
を
利
用
す
る
人
は
「
介
護
保
険
負
担

限
度
額
認
定
証
」
利
用
施
設
に
提
示
す
る

と
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
の
負
担
額

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
は
申
請
を
。

す
で
に
認
定
証
を
所
持
し
て
い
る
人
に
は

６
月
上
旬
に
更
新
勧
奨
通
知
を
送
付
す
る

の
で
手
続
き
を
。
▼
要
件
　
⑴
生
活
保
護

受
給
者
。
⑵
本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
（
世

帯
分
離
し
て
い
る
配
偶
者
を
含
む
）
が
市

民
税
非
課
税
者
で
、
預
貯
金
等
に
つ
い
て

は
上
表
の
通
り
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
負
担
額
を
軽
減

　
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
申
し
出
に
よ

り
、
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
な
ど
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
減
額
は
利
用
者
負
担
額
の
25
％

（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
50
％
）。
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
短

期
入
所
で
は
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）、

通
所
介
護
で
は
食
費
に
つ
い
て
も
軽
減
の

対
象
（
日
常
生
活
費
は
軽
減
対
象
外
）。

ま
た
、
生
活
保
護
受
給
者
は
申
し
出
に
よ

り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
短
期
入
所
の
個
室

の
居
住
費
（
滞
在
費
）
が
軽
減
対
象
に
。

対
象
と
な
る
要
件
な
ど
詳
細
は
同
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
を
。

　
介
護
保
険
は
助
け
合
い
の
精
神
に
基

づ
く
制
度
で
、
皆
さ
ん
の
保
険
料
は
介

護
が
必
要
に
な
っ
た
人
を
支
え
ま
す
。

　
各
種
手
続
き
は
郵
送
可
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か

ら
郵
送
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
問
長
寿
・
介
護
保
険
課
☎
８
４
１
・
１

４
６
０
、
〃

８
４
４
・
０
３
１
５

65
歳
以
上
の
人
に
６
月
中
旬

納
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
介
護
保
険
制
度
は
40
歳
以
上
の
人
の
保

険
料
と
公
費
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
65

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
に
は
６
月
中

旬
に
令
和
４
年
度
の
介
護
保
険
料
納
付
通

知
書
ま
た
は
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
40
歳
～
64
歳
の
第
２
号
被

保
険
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
加
入
す
る
医
療

保
険
の
保
険
料
と
ま
と
め
て
徴
収
。

◆
介
護
保
険
料
　

　
被
保
険
者
の
昨
年
中
の
合
計
所
得
金
額

等
や
令
和
４
年
４
月
１
日
ま
た
は
取
得
日

の
世
帯
状
況
に
よ
っ
て
15
段
階
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。

◆
納
付
方
法
　

　
年
金
か
ら
の
引
き
去
り
（
特
別
徴
収
）

の
場
合
は
、
年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に

支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
引
き
去
り
ま
す
。

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）

の
場
合
は
４
月
～
来
年
３
月
の
１
年
分

を
、６
月
か
ら
来
年
３
月
の
毎
月
１
回（
計

10
回
）
払
い
に
な
り
ま
す
。

◆
保
険
料
の
減
免

　
災
害
で
資
産
に
大
き
な
損
害
を
受
け
た

場
合
や
大
幅
に
収
入
が
減
少
し
た
場
合
な

ど
で
保
険
料
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負

担
が
減
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な

お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

る
収
入
減
少
に
つ
い
て
も
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
参
照
ま
た
は
同
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

◆
低
所
得
者
の
保
険
料
特
別
軽
減

　
次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
人
は
納
期

限
が
過
ぎ
て
い
な
い
保
険
料
額
を
軽
減
で

き
ま
す
。
▼
要
件
　
⑴
市
民
税
非
課
税
世

帯
⑵
前
年
の
世
帯
収
入
金
額
の
合
計
が
１

５
０
万
円 

（
世
帯
員
が
２
人
以
上
の
場
合

は
２
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
50
万
円
を
加

算
し
た
額
） 

以
下
⑶
市
民
税
課
税
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
な
い
⑷
資
産
を
活
用
し
て
も

生
活
困
窮
状
態
に
あ
る 

（
居
住
用
以
外
の

土
地
・
家
屋
が
な
く
預
貯
金
が
３
５
０
万

円
以
下
な
ど
）。

　※２号被保険者（40～64才以下）については1000万円（2000万円)以下

▼介護保険施設負担額の軽減
利用者負担段階 対象者 預貯金額（夫婦）

第１段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 1000万円（2000万円）以下

第２段階

本人および世帯全
員が住民税非課税

年金収入額+合計所得金額が
80万円以下 650万円（1650万円）以下

第３段階⑴ 年金収入額+合計所得金額が
80万円超～120万円以下 550万円（1550万円）以下

第３段階⑵ 年金収入額+合計所得金額が
120万円超 500万円（1500万円）以下

介護保険
社会全体で介護を支える
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６
月
１
日
に
令
和
４
年
度
納
税
通
知
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が

納
め
た
市
税
は
ま
ち
づ
く
り
の
貴
重
な
財

源
に
な
り
ま
す
の
で
期
限
を
守
っ
て
納
め

て
く
だ
さ
い
。
市
・
府
民
税
の
計
算
方
法

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
ま
た
は
市
民
税

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。
非
課
税
の
人
に

は
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
問
市
民
税
課
☎
８
４
１
・
１
３
５
３
、

〃

８
４
１
・
３
０
３
９

公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）

　
対
象
は
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の

公
的
年
金
等
受
給
者
で
、
前
年
中
の
年

金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
・
府
民
税
の

納
税
義
務
の
あ
る
人
。
た
だ
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
対
象
外
。

⑴
介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
の
対
象
外

⑵
令
和
４
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老

齢
基
礎
年
金
等
の
額
を
超
え
る
⑶
老
齢

基
礎
年
金
等
の
額
が
18
万
円
未
満
。

◆
令
和
３
年
度
か
ら
継
続
し
て
特
別

徴
収
の
人

　
４
月
支
給
分
の
公
的
年
金
等
か
ら
令

和
４
年
度
分
の
仮
徴
収
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
４
年
度
市
・
府
民
税
の
年
税
額

か
ら
４
・
６
・
８
月
の
仮
徴
収
額
を
差

し
引
き
、
10
・
12
・
２
月
で
残
額
を
本

徴
収
し
ま
す
。

◆
今
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人

　
６
・
８
月
は
納
付
書
等
で
支
払
う
普

通
徴
収
、
10
・
12
・
２
月
は
年
金
か
ら

特
別
徴
収
。
対
象
と
な
る
人
は
６
月
に

送
付
す
る
納
税
通
知
書
に
公
的
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
税
額
を
記
載
し
て
い
る

の
で
ご
確
認
を
。

災
害
・
失
業
な
ど
に
よ
る
減
免

　
災
害
に
あ
っ
た
人
や
廃
業
・
失
業
（
自

己
都
合
退
職
や
定
年
に
よ
る
退
職
を
除

く
）
で
所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
人
、
学

生
、
生
活
保
護
受
給
者
、
そ
の
他
特
別

な
事
情
で
納
税
が
困
難
な
人
は
、
前
年

の
合
計
所
得
金
額
や
同
一
世
帯
の
収
入
状

況
等
に
よ
り
市
・
府
民
税
を
減
免
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
納
期
限
ま

で
に
市
民
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

市
・
府
民
税
の 

申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
公
的
年
金
収
入
４
０
０
万
円
以
下
で

そ
の
他
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
た
め

確
定
申
告
不
要
と
な
っ
た
人
で
も
、
公

的
年
金
以
外
に
所
得
が
あ
る
場
合
や
市・

府
民
税
で
医
療
費
控
除・
生
命
保
険
料
控

除
な
ど
を
受
け
た
い
場
合
は
、
市・
府
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
期
限
は

過
ぎ
て
い
ま
す
が
、
期
限
後
の
申
告
も

可
能
で
す
の
で
お
忘
れ
な
く
。

確
定
申
告
期
限
延
長
に
伴
う

市
・
府
民
税
へ
の
影
響

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
期
限
内
に
申
告
が
困
難
な

人
に
つ
い
て
は
申
告
期
限
が
延
長
さ
れ
ま

し
た
が
、
３
月
16
日
以
降
に
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
（
以

下
「
確
定
申
告
書
」）
を
提
出
し
た
人
は
、

以
下
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⑴
市
・
府
民
税
　
令
和
４
年
度
市
・
府
民

税
に
つ
い
て
、
税
額
の
決
定
時
に
確
定
申

告
書
の
記
載
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
確
定

申
告
書
の
記
載
内
容
を
反
映
し
た
時
期
に

あ
わ
せ
て
税
額
決
定
（
変
更
）
通
知
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

⑵
市
・
府
民
税
課
税
証
明
書
　
市
・
府
民

税
の
税
額
決
定
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
後

に
交
付
可
能
と
な
る
た
め
、
確
定
申
告
書

の
記
載
内
容
を
反
映
し
た
課
税
証
明
書
を

取
得
で
き
る
時
期
が
遅
く
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

⑶
各
種
保
険
料
等
　
各
種
保
険
料
（
国

民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
介
護
保
険
料
等
）、
各
種
手
当
等

の
決
定
時
期
に
影
響
が
出
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
⑶
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の

影
響
に
つ
い
て
は
各
担
当
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
を
。

住宅借入金等特別税額控除の
期間延長
　一定期間の契約に基づき消費税率10％
が適用される住宅を取得し、令和3年1月
1日から令和4年12月31日までの間に居
住の用に供した場合で、住宅借入金等特
別税額控除（住宅ローン控除）の期間が
10年から13年に延長。

退職所得課税の見直し
　令和４年１月１日以降に支払いを受け
る退職所得の算定方法が一部変更。

　詳細は市ホームページまたは納税通知
書に同封している冊子参照。

令和４年度から適用される
主な税制改正

市・府民税
まちづくりの貴重な財源
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子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
教
育
・

保
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

づ
く
り
や
保
育
需
要
の
減
少
時
期
に

お
け
る
公
立
就
学
前
児
童
施
設
の
適

正
な
施
設
数
、
配
置
場
所
に
関
す
る

方
針
な
ど
を
ま
と
め
た
プ
ラ
ン
。
▼

実
施
期
間
　
６
月
23
日
㈭
～
７
月
12

日
㈫
。
▼
案
設
置
場
所
　
市
役
所
別
館

５
階
子
ど
も
青
少
年
政
策
課
、
同
本

館
・
別
館
受
付
、
各
支
所
、
生
涯
学

習
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
。

◆
市
民
説
明
会
　
保
育
需
要
減
少
時
期

の
令
和
６
年
度
以
降
に
取
り
組
む
具

体
的
な
内
容
を
説
明
。
日
程
な
ど
は

上
表
の
通
り
。
当
日
直
接
会
場
へ
。

保
育
・
手
話
通
訳
の
希
望
者
は
開
催

日
の
10
日
前
ま
で
に
子
ど
も
青
少
年

政
策
課
へ
連
絡
を
。

　
問
子
ど
も
青
少
年
政
策
課
☎
８
４

１
・
１
３
７
５
、
〃

８
４
３
・
２
２

４
４

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
予
防
接
種
事
務
で
、
予
防
接
種

証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
伴
い
、

新
た
な
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
が
生

じ
る
た
め
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評

価
を
再
実
施
。
▼
実
施
期
間
　
６
月
１

日
㈬
～
30
日
㈭
。
▼
案
設
置
場
所
　
保

健
セ
ン
タ
ー
４
階
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク

チ
ン
接
種
対
策
室
、
市
役
所
本
館
・

別
館
受
付
、
各
支
所
・
生
涯
学
習
市

民
セ
ン
タ
ー
な
ど
。

　
問
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
対

策
室
☎
８
４
１
・
１
２
２
１
代
、
〃

８
４
０
・
４
４
９
６

市
政
に
あ
な
た
の
意
見
を

　意
見
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
案
設
置
場
所
の
意
見
回
収
箱
へ
。
郵
送
・
フ
ァ
ク

ス
可
。
計
画
案
等
は
実
施
期
間
中
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
設
置
場
所
で
閲
覧
可
。

就
学
前
の
教
育
・
保
育
施
設
に

係
る
ひ
ら
か
た
プ
ラ
ン
（
後
期

プ
ラ
ン
）（
案
）

特
定
個
人
情
報
保
護

評
価
書
（
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

▼就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン
（後期プラン）（案）に関する市民説明会日程表

日時 場所 先着
６月30日
午後７時

楠葉生涯学習市民
センター大集会室 100人

７月１日
午後７時

菅原生涯学習市民
センターホール 150人

７月２日
午後２時30分

サンプラザ生涯学習市民
センター視聴覚室 80人

７月３日
午前10時

蹉跎生涯学習市民
センター第３集会室 50人

　
市
は
、
２
０
２
５
年
に
開
催
さ
れ
る

大
阪
・
関
西
万
博
に
合
わ
せ
、
ま
ち
へ

の
愛
着
を
高
め
る
と
と
も
に
、
地
域
経

済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
「
ひ
ら
か
た

万
博
（
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ
　
Ｅ
Ｘ
Ｐ

Ｏ
）」と
銘
打
ち
、
枚
方
の
魅
力
創
出
・

発
信
な
ど
に
つ
な
げ
る
取
り
組
み
を
始

め
ま
す
。
市
民
を
主
役
に
企
業
・
事
業

者
や
市
民
団
体
、
大
学
な
ど
多
様
な
主

体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
２

０
２
５
年
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
手
法

で
機
運
を
高
め
ま
す
。
な
お
、
市
は
こ

れ
ら
に
先
駆
け
て
万
博
協
会
公
式
参
加

型
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ 

Ｅ
Ｘ
Ｐ

Ｏ
　
２
０
２
５
」
に
登
録
。
万
博
の
輪

を
枚
方
か
ら
多
彩
に
広
げ
て
い
き
ま

す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
募
集

　
市
民
が
主
役
の
ひ
ら
か
た
万
博
（
Ｈ

Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ
　
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
）
を
進

め
る
た
め
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
募
集

し
ま
す
。
採
用
さ
れ
た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー
は
今
後
開
催
す
る
ひ
ら
か
た
万
博

（
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ
　
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
）

関
連
事
業
や
チ
ラ
シ
な
ど
で
広
く
使
用

し
ま
す
。
あ
な
た
の
言
葉
で
枚
方
を
盛

り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
▼
募
集
内
容
　
大

阪
・
関
西
万
博
の
テ
ー
マ
「
い
の
ち
輝

く
未
来
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
」
に
関
連
す

る
か
、
自
由
な
解
釈
に
よ
り
枚
方
市
に

関
連
し
た
も
の
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に

限
る
。
▼
対
象
　
市
内
在
住
・
在
学
、

在
職
、
市
出
身
な
ど
枚
方
市
に
関
わ
り

の
あ
る
人
。
▼
申
込
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
専
用
フ
ォ
ー
ム
（
左
記
コ
ー
ド
）

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
・
フ
ァ
ク
ス
・
は

が
き
に
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
、
枚

方
と
の
関
わ
り
（
市
外
在
住
の
場
合
の

み
）、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
案
、
案
に
込

め
た
思
い
を
書
い
て
〒

573
ー
８
６
６
６
市
政
策

推
進
課
へ
。
６
月
17
日

必
着
。

　
問
政
策
推
進
課
☎
８
４
１
・
１
１
４

９
、
〃

８
４
１
・
３
０
３
９

盛
り
上
げ
よ
う
「
ひ
ら
か
た
万
博
」

２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万
博
に
向
け
枚
方
か
ら
魅
力
発
信
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